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地区 No 施設名 所在地 海抜（m） 収容人数 耐震 地震 洪水 土砂災害 津波 高潮

1 豊後高田市高田庁舎 是永町39-3 6.15 940 ○ ○ △ ○ ○ △

2 高田小学校（2階以上） 新地1460 4.04 770 ○ ○ △ ○ ○ △

3 勤労青少年ホーム（2階講習会室大） 新町1007-4 3.50 58 ○ ○ △ ○ ○ △

4 隣保館（2階以上） 新地1278 4.63 70 × × △ ○ ○ ×

5 西土居集会所 来縄2475-1 7.16 50 × × ○ ○ ○ ○

6 白石集会所 界1611 6.89 50 × × ○ ○ ○ ○

7 犬田老人憩の家 界398 10.00 30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 楢林老人憩の家 界1200-4 8.60 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 高田中学校 玉津473 18.95 370 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 桂陽小学校 玉津1053 12.42 210 ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 高田高等学校 玉津1834-1 16.60 610 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 中央公民館 玉津987 12.08 660 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 健康交流センター花いろ 美和1335-1 11.69 770 ○ ○ × ○ ○ ○

14 河内中学校 佐野4993 28.05 220 ○ ○ △ ○ ○ ○

15 河内小学校 佐野2017 28.85 230 ○ ○ △ ○ ○ ○

16 河内公民館 佐野2017 28.80 70 ○ ○ × ○ ○ ○

17 田染中学校 田染池部1742 86.79 260 ○ ○ △ ○ ○ ○

18 田染小学校 田染相原50 86.85 230 ○ ○ △ ○ ○ ○

19 東都甲公民館 新城1885-3 130.13 110 ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 並石ダムグリーンランド 一畑1587 208.70 50 ○ ○ ○ × ○ ○

21 旧都甲小学校体育館 新城83 78.03 150 ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 戴星学園 松行363 72.08 260 ○ ○ ○ △ ○ ○

23 西都甲公民館 松行55 57.42 80 ○ ○ ○ × ○ ○

24 草地小学校 草地292-2 9.08 180 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 草地公民館 草地292-2 9.77 120 ○ ○ ○ ○ ○ ○

呉崎地区 26 呉崎小学校 呉崎1551 2.10 144 ○ ○ △ ○ × △

27 真玉公民館（3階以上） 中真玉2144-12 4.76 170 ○ ○ △ ○ ○ △

28 真玉体育センター 西真玉3331 15.76 620 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 真玉小学校 中真玉5809 20.37 420 ○ ○ ○ △ ○ ○

30 臼野公民館 臼野3077 12.88 80 ○ ○ × ○ ○ ○

31 臼野小学校 臼野2874 19.51 230 ○ ○ ○ △ ○ ○

三浦地区 32 三浦小学校 堅来4455 13.17 150 ○ ○ ○ △ ○ ○

三重地区 33 旧三重小学校 上香々地4389 61.08 180 ○ ○ ○ × ○ ○

34 香々地中学校 香々地3400 7.16 260 ○ ○ △ ○ ○ ○

35 香々地公民館 見目110 7.64 350 ○ ○ △ ○ ○ ○

36 香々地青少年の家 香々地5151 30.94 480 ○ ○ ○ ○ ○ ○

真玉地区

臼野地区

香々地地区

桂陽地区

高田地区

河内地区

田染地区

都甲地区

草地地区



地区 No 施設名 所在地 海抜（m）
屋外面積
（㎡）

収容人数

1 高田市民グラウンド 水崎1096 13.80 6,800 3,400

2 来縄児童公園 来縄316-1 12.92 360 180

3 白石児童公園 界1606-2 9.36 590 295

4 割掛遺跡史跡公園 来縄3423 17.50 1,670 835

5 高田中学校グラウンド 玉津473 18.95 8,450 4,225

6 桂陽小学校グラウンド 玉津1053 12.42 5,440 2,720

7 高田高等学校グラウンド 玉津1834-1 16.60 15,100 7,550

8 旧美和分校グラウンド 美和1057 35.02 570 285

9 中核工業団地「丘の公園」 かなえ台42 90.81 14,880 7,440

10 河内中学校グラウンド 佐野4993 28.05 6,720 3,360

11 河内小学校グラウンド 佐野2017 28.85 5,340 2,670

12 田染中学校グラウンド 田染池部1742 86.79 6,360 3,180

13 田染小学校グラウンド 田染相原50 86.85 3,440 1,720

14 旧都甲小学校グラウンド 新城83 78.03 3,420 1,710

15 戴星学園グラウンド 松行363 72.08 4,410 2,205

草地地区 16 草地小学校グラウンド 草地292-2 9.08 4,540 2,270

呉崎地区 17 和光保育園園庭 新栄1220-2 6.40 450 225

18 真玉小学校グラウンド 中真玉5809 20.37 2,690 1,345

19 旧真玉火葬場跡地 中真玉555 28.10 140 70

20 旧真玉小学校グラウンド 西真玉3320 20.36 2,960 1,480

21 大村グラウンド 西真玉3081-1 16.24 7,010 3,505

22 旧上真玉小学校グラウンド 黒土10 58.95 930 465

23 臼野小学校グラウンド 臼野2874 19.51 2,640 1,320

24 真玉市民グラウンド 臼野4315-2 20.36 7,690 3,845

25 粟嶋公園 臼野7-6 27.20 1,740 870

三浦地区 26 三浦小学校グラウンド 堅来4455 13.17 2,390 1,195

三重地区 27 旧三重小学校グラウンド 上香々地4389 61.08 1,720 860

28 香々地中学校グラウンド 香々地3400 7.16 6,830 3,415

29 長崎鼻リゾートキャンプ場 見目4060 18.70 1,110 555

30 香々地市民グラウンド 香々地6517 42.00 7,380 3,690

臼野地区

香々地地区

高田地区

桂陽地区

河内地区

田染地区

都甲地域

真玉地区



番号 指定日 施設名称 所在地 構造
建築面積

（㎡）
受入可能
人数（人）

海抜
（ｍ）

H29年度
整備物資

1 H23.12.1 障害者支援施設  　コスモス 美和１６８４番地 木造合金メッキ葺平屋建 3423.45 60 35
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

民間

2 H23.12.1 特別養護老人ホーム　真寿苑 臼野４２９８番地３ 25
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

民間

3 H23.12.1 デイサービスセンター　真寿苑 臼野４２９８番地３ 5 民間

4 H23.12.1 デイサービスセンター　周防苑 臼野４３３５番地３ 鉄筋コンクリート平屋建 412.5 20 25

5 H23.12.1 豊後高田市介護支援センター 臼野４３３５番地３ 鉄筋コンクリート平屋建 327.6 10 25
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

6 H24.6.28 豊後高田市生活支援ハウス 見目１０４番地 鉄筋コンクリート平屋建 20 7
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

7 H24.6.28 健康交流センター　花いろ 美和１３３５番地１ 鉄筋コンクリート平屋建 10 11
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

8 H24.6.28 並石ダムグリーンランド 一畑１５８７番地 木造平屋建
全体249.5
宿泊棟
149.5

5 208
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

9 H25.3.8 養護老人ホーム　六郷園 新地１２７４番地 鉄筋コンクリート平屋建 2,445.4 17 4 民間

10 H25.3.8 特別養護老人ホーム　やすらぎの里呉崎７５５番地１ 鉄筋コンクリート平屋建 2,189.5 16 2
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

民間

11 H25.3.8 スパランド真玉 城前１５６番地１ 鉄筋コンクリート３階建 22 34
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

民間

12 H25.3.8 香々地青少年の家 香々地５１５１番地 鉄筋コンクリート２階建 16 31
自動ラップ式トイレ　１台
カセットガス式発電機　１
台

226

豊後高田市福祉避難所一覧

鉄筋コンクリート平屋建 2,266 25



番号 津波避難ビル 所在地 階数
使用場所

※3階以上を使用
使用場所 収容人数 建築年

1 ＮＴＴ豊後高田ビル 高田744番地 ４階 屋上 465㎡ 460人
昭和39年１月
昭和49年４月増築

2 九州特殊土木株式会社 高田2878番地 ３階 屋上、通路、階段 275㎡ 270人 平成7年10月

3 加宝インテックビル 金谷町1185番地 ５階 通路、階段 223㎡ 220人 平成4年6月

4 エクレールヤスダ 新町988番地 ７階 通路、階段 305㎡ 300人 平成7年3月

5 パークサイド野上Ⅱ 新地1017番地 ５階 通路、階段 165㎡ 160人 平成11年8月

※構造は全て鉄筋コンクリート造

津波避難ビル　指定状況一覧



【災害危険箇所等の状況】 

１ 土砂災害警戒区域等 

（１）大分県地域防災計画に記載されている大分県土砂災害警戒区域等情報を参照する。 

（２）豊後高田市において下記の土地を急傾斜地崩壊危険箇所として指定している。 

箇所番号 箇所名 大字 小字 
箇所延長 

（ｍ） 

高さ 

（ｍ） 

人家戸数 

（戸） 

1 田染蕗 田染蕗 中野 9.3 5.4 1 

2 川内 羽根 川内 12.0 12.0 1 

3 帯田 大平 帯田 26.0 7.0 1 

 

２ 砂防指定地 

大分県地域防災計画に記載されている大分県内の砂防指定地一覧表を参照する。 

 

３ 急傾斜地崩壊危険区域 

大分県地域防災計画に記載されている大分県内の急傾斜地崩壊危険区域一覧表を参照す

る。 

 

４ 山地災害危険地区 

大分県地域防災計画に記載されている大分県山地災害危険地区情報を参照する。 

 

５ 農地海岸保全区域 

大分県地域防災計画に記載されている農地海岸保全区域を参照する。 

 

６ 重要水防区域等 

大分県地域防災計画に記載されている重要水防区域等を参照する。 

 

７ 災害危険河川区域 

大分県地域防災計画に記載されている災害危険河川区域を参照する。 



洪水 高潮 津波 土砂災害

1 夢いろ幼稚園 美和1343 ○

2 花っこルーム高田 美和1335-1 ○

3 花っこルーム真玉 中真玉2144-12 ○ ○

4 花っこルーム香々地 見目105 ○

5 真玉小学校 中真玉5809 ○

6 またま児童クラブ 中真玉5809（真玉小学校内） ○

7 キラリいろ幼稚園 中真玉5809 ○

8 高田小学校 新地1460 ○ ○

9 たかだ児童クラブ 新地1460（高田小学校内） ○ ○

10 呉崎小学校 呉崎1551 ○ ○ ○

11 わこう児童クラブ 呉崎1535-1（呉崎幼稚園跡） ○ ○ ○

12 臼野小学校 臼野2874 ○

13 香々地小学校 香々地3546 ○ ○ ○

14 かかぢ児童クラブ 香々地3546（香々地小学校内） ○ ○ ○

15 三浦小学校 堅来4455 ○

16 浦っ子児童クラブ 堅来4455（三浦小学校内） ○

17 真玉中学校 中真玉117 ○ ○

18 香々地中学校 香々地3400 ○

19 戴星学園 松行363 ○

20 都甲っ子のびのびクラブ 松行363（戴星学園内） ○

21 複合型障がい者施設　大樹 高田2110-6 ○ ○ ○

22 チャイルドハート高田２番館 新町2825-4 ○ ○

23 六郷園 新地1274 ○ ○

24 高田中央病院 新地1176-1 ○ ○

25 さくらライフプランニング 新地1176-1 ○ ○

26 ライフコート高田中央 新地1170 ○ ○

27 ケアサポート香々地 見目3915-1 ○ ○

28 サングレイス香々地 見目3915-1 ○ ○

29 居宅介護支援事業所オリーブ高田 新地1176-4 ○ ○

30 ケアプレイスオリーブ 新地1157 ○ ○

31 サンライフ・オリーブ高田西館 新地1155 ○ ○

32 サンライフ・オリーブ高田東館 本町1252 ○ ○

33 デイサービス　オリーブ高田 新地1169 ○ ○

34 千嶋病院 呉崎738-1 ○ ○

35 希の里 呉崎755 ○ ○ ○

36 希の里介護保険支援室 呉崎755 ○ ○ ○

37 グループホーム　和の里 呉崎755 ○ ○ ○

38 特別養護老人ホーム やすらぎの里 呉崎755-1 ○ ○ ○

39
認知症対応型デイサービスセンター
やすらぎの里

呉崎755-1 ○ ○ ○

40 グループホーム やすらぎの里 呉崎775-10 ○ ○ ○

41 やすらぎの里デイサービスセンター　 呉崎775-10 ○ ○ ○

42 玉津座銀鈴堂 玉津419-1 ○ ○

43 高田みづほ園 呉崎760-7 ○ ○

44 地域活動支援センター　すばる 呉崎760-8 ○ ○

45 グループホーム　ゆうあい 呉崎760-2 ○ ○

８　要配慮者利用施設

○：危険箇所に立地する施設

番号 施設名 所在地
災害区分



洪水 高潮 津波 土砂災害

８　要配慮者利用施設

○：危険箇所に立地する施設

番号 施設名 所在地
災害区分

46 みづほ障がい者相談支援センター 呉崎760-8 ○ ○

47 あっとほーむ玄々堂・高田 呉崎3158-2 ○ ○

48 グループホーム　光 呉崎2005-1 ○ ○ ○

49
生活支援ハウス
（デイサービスセンターふれあい館）

見目104 ○

50 香々地保育園 見目705-13 ○ ○ ○

51 河内保育園 佐野2043 ○

52 児童デイサービス虹のわ 呉崎2680-1 ○ ○ ○

53 児童デイサービスひまわり 新町2828 ○ ○

54 さわらび保育園 来縄2586 ○

55 わくわくぷらす 玉津245 ○ ○

56 実りえ 御玉89-2 ○ ○

57 たんぽぽ児童クラブ 佐野2017 ○

58 田染っ子児童クラブ 田染相原50 ○

59 河内小学校 佐野2017 ○

60 河内中学校 佐野4993 ○

61 田染小学校 田染相原50 ○

62 田染中学校 田染池部1742 ○

計 45 41 22 10



番号 施設名 所在地

1 複合型障がい者施設　大樹 高田2110-6

2 千嶋病院 呉崎738-1

3 希の里 呉崎755

4 希の里介護保険支援室 呉崎755

5 グループホーム　和の里 呉崎755

6 特別養護老人ホーム やすらぎの里 呉崎755-1

7 認知症対応型デイサービスセンターやすらぎの里 呉崎755-1

8 グループホーム やすらぎの里 呉崎775-10

9 やすらぎの里デイサービスセンター　 呉崎775-10

10 高田みづほ園 呉崎760-7

11 地域活動支援センター　すばる 呉崎760-8

12 グループホーム　ゆうあい 呉崎760-2

13 みづほ障がい者相談支援センター 呉崎760-8

14 呉崎小学校 呉崎1551

15 わこう児童クラブ 呉崎1535-1

16 グループホーム　光 呉崎2005-1

17 あっとほーむ玄々堂・高田 呉崎3158-2

18 真玉中学校 中真玉117

19 香々地保育園 見目705-13

20 ケアサポート香々地 見目3915-1

21 サングレイス香々地 見目3915-1

９　津波災害警戒区域内の避難促進施設



 

○豊後高田市防災会議条例 

平成17年３月31日 

条例第16号 

改正 平成24年９月28日条例第18号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16

条第６項の規定に基づき、豊後高田市防災会議(以下「防災会

議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 豊後高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進す

ること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項

を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べるこ

と。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令に

よりその権限に属する事務 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(２) 大分県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 



 

(３) 大分県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(４) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(５) 教育長 

(６) 消防長及び消防団長 

(７) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長

が任命する者 

(８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちか

ら市長が任命する者 

(９) その他市長が必要と認める者 

６ 前項の委員の定数は、20人以内とする。 

７ 第５項第７号、第８号及び第９号の委員の任期は、２年とす

る。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とす

る。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置く

ことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大分県の職員、市の職

員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び

学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、

解任されるものとする。 

(議事等) 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災

会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定め

る。 

附 則 



 

この条例は、平成17年３月31日から施行する。 

附 則(平成24年９月28日条例第18号) 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の際、現に豊後高田市防災会議の委員である者

は、第１条の規定による改正後の豊後高田市防災会議条例の規定

に基づいて任命された委員とみなす。ただし、その任期は、この

条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間と

する。 

 



 

○豊後高田市災害対策本部条例 

平成17年３月31日 

条例第17号 

改正 平成24年９月28日条例第18号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23

条の２第８項の規定に基づき、豊後高田市災害対策本部(以下

「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(職務) 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の

職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長

に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部

の事務に従事する。 

(部) 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に

部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員が

これに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

(現地災害対策本部) 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策

本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員

その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充



 

てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

(委任) 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な

事項は、災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は、平成17年３月31日から施行する。 

附 則(平成24年９月28日条例第18号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 



○豊後高田市災害対策本部規程 

平成17年３月31日 

災害対策本部訓令第１号 

(趣旨) 

第１条 この規程は、豊後高田市災害対策本部条例(平成17年豊後高

田市条例第17号。以下「条例」という。)第５条の規定に基づき、

豊後高田市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事

項を定めるものとする。 

(本部の位置) 

第２条 本部は、豊後高田市役所内に置く。 

(副本部長) 

第３条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長

及び教育長をもって充てる。 

(本部の所掌事務) 

第４条 本部は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 災害情報及び被害報告を収集し、これに基づく適切な措置

を関係機関に対して行うこと。 

(２) 救助その他緊急措置に関する労務、施設、物資等に関する

計画を樹立し、実施すること。 

(３) 被害の防止及び応急復旧に必要な対策を樹立し、実施する

こと。 

(組織) 

第５条 条例第３条第１項の規定により、本部に別表第１に掲げる

部及び係を置く。 

２ 部に部長及び副部長を置き、係に係長及び係員を置き、それぞ

れ別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 部及び係の所掌事務は、別表第２に掲げるとおりとする。 



４ 部長は、本部長の命を受け、分掌事務を掌理する。 

５ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

６ 係長は、部長の命を受け、分掌事務を処理する。 

７ 係員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。 

(本部会議) 

第６条 本部に本部会議を置く。 

２ 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本

部長及び各部長をもって構成し、災害予防、災害応急対策その他

防災に関する重要事項について協議する。 

３ 本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。 

４ 本部長は、本部会議の議長となる。 

(事務処理の原則) 

第７条 この規程に定める事務は、原則として他のすべての事務に

優先して迅速かつ的確に処理しなければならない。 

(他の法令との関係) 

第８条 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律

第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)その他の法令に特別の定

めがあるものについては、当該法令の定めるところにより事務を

処理しなければならない。 

(報告) 

第９条 部長は、その活動状況、災害状況等及び所掌事務について

とった措置等について、本部長に報告しなければならない。 

(その他) 

第10条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要事項は、本

部長が別に定める。 

附 則 



この訓令は、平成17年３月31日から施行する。 

附 則(平成18年２月１日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成18年２月１日から施行する。 

附 則(平成19年３月30日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則(平成20年４月１日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則(平成21年４月15日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成21年４月16日から施行する。 

附 則(平成22年３月31日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則(平成22年９月28日災害対策本部訓令第２号) 

この訓令は、平成22年10月１日から施行する。 

附 則(平成23年３月31日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年３月30日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成25年４月22日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則(平成26年３月31日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則(平成27年３月31日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則(平成27年12月25日災害対策本部訓令第２号) 

この訓令は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正す

る条例(平成26年豊後高田市条例第６号)の施行の日から施行する。 

附 則(平成28年３月31日災害対策本部訓令第１号) 



この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則(平成29年７月31日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成29年８月１日から施行する。 

附 則(平成30年３月30日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則(平成31年３月29日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則(令和２年３月31日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年３月29日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則(令和５年３月29日災害対策本部訓令第１号) 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１(第５条関係)  

部 部長 副部長 係 係長 係員 

総務部 総務課長 財政課長 

企画情報課長 

地域活力創造

課長 

総務係 総務課防

災対策室

長 

防災対策室職員 

総務法規係職員 

秘書係職員 

人事給与係職員 

政策企画係職員 

地域活力創造課職員 

防災無線免許所持者で

本部長が指名するもの 

報道連

絡係 

企画情報

課長があ

らかじめ

指名する

者 

広報係職員 

情報推進係職員 



財政管

財係 

財政課長

があらか

じめ指名

する者 

財政課職員 

土木部 

 

建設課長 都市建築課長 土木建

築係 

建設課長

があらか

じめ指名

する者 

建設課職員 

都市建築課職員 

上下水

道部 

上下水道

課長 

上下水道課長

があらかじめ

指名する者 

水道係 上下水道

課長があ

らかじめ

指名する

者 

管理営業係職員 

下水道

係 

上下水道

課長があ

らかじめ

指名する

者 

工務係職員 

福祉保

健部 

社会福祉

課長 

子育て支援課

長 

健康推進課長 

人権啓発・部落

差別解消推進

課長 

福祉係 社会福祉

課長があ

らかじめ

指名する

者 

社会福祉課職員 

子育て支援係職員 

人権啓発・部落差別解

消推進課職員 

隣保館職員 

児童館職員 

医療防

疫係 

健康推進

課長があ

らかじめ

指名する

者 

母子保健係職員 

健康推進課職員 



環境部 環境課長 環境課長があ

らかじめ指名

する者 

環境係 環境課長

があらか

じめ指名

する者 

環境課職員（ごみ清掃

工場職員を含む。） 

経済部 商工観光

課長 

商工観光課長

があらかじめ

指名する者 

経済係 商工観光

課長があ

らかじめ

指名する

者 

商工観光課職員（観光

振興推進 

室職員を含む。） 

農林業

部 

農業振興

課長 

耕地林業課長 

農業地域支援

室長 

農業委員会事

務局長 

農業係 農業振興

課長があ

らかじめ

指名する

者 

農業振興課職員 

農業地域支援室職員 

農業委員会事務局職員 

耕地林

業係 

耕地林業

課長があ

らかじめ

指名する

者 

耕地林業課職員 

機動部 会計課長 税務課長 

市民課長 

保険年金課長 

議会事務局長 

選挙管理委員

会事務局長 

業務支

援係 

税務課長

があらか

じめ指名

する者 

税務課職員 

市民課職員 

保険年金課職員 

会計課職員 

議会事務局職員 

選挙管理委員会事務局

職員 

監査委員事務局職員 

地方自治法（昭和22年

法律第67号）第252条の



17の規定による派遣職

員 

消防部 消防長 消防本部総務

課長 

消防署長 

消防係 消防署長

（兼） 

消防本部職員 

真玉地

域部 

教育委員

会事務局

教育総務

課長 

教育委員会事

務局文化財室

長 

教育委員会事

務局学校教育

課長 

学校給食セン

ター所長 

地域一

係 

教育委員

会事務局

教育総務

課長があ

らかじめ

指名する

者 

教育総務課職員 

中央公民館職員 

文教係 教育委員

会事務局

文化財室

長があら

かじめ指

名する者 

文化財室職員 

学校教育課職員 

調理員であった職員で

本部長が指名する者 

幼稚園職員 

香々地

地域部 

地域総務

二課長兼

水産・地

域産業課

長 

地域総務二課

長があらかじ

め指名する者 

地域二

係 

地域総務

二課長が

あらかじ

め指名す

る者 

地域総務二課職員 

水産・地域産業課職員 

別表第２(第５条関係) 

部 係 分掌事項 

総務部 総務係 (１) 災害活動対策の総括及び調整に関すること。 



(２) 大分県災害対策本部その他関係機関との連絡調整に関

すること。 

(３) 本部会議に関すること。 

(４) 自衛隊、警察等の派遣要請に関すること。 

(５) 防災行政無線等に関すること。 

(６) 災害視察者及び見舞者の接遇に関すること。 

(７) 避難情報の発令に関すること。 

(８) 各部との連絡調整に関すること。 

(９) 職員の動員及び配備計画に関すること。 

(10) 他の地方公共団体との相互応援に伴う職員の派遣及び

受け入れに関すること。 

(11) 庁舎の維持管理に関すること。 

報道連絡

係 

(１) 被害写真の収集と提供に関すること。 

(２) 報道機関に対する連絡調整及び情報の提供に関するこ

と。 

(３) 警察その他関係機関との情報連絡に関すること。 

(４) 市民に対する各種媒体を活用した災害情報の広報（車

両広報を除く）に関すること。 

(５) ケーブルネットワーク施設に関すること。 

(６) 市のネットワーク設備及び電算システムに関するこ

と。 

財政管財

係 

(１) 災害対策に係る予算措置に関すること。 

(２) 災害に伴う財政計画及び財政に関する政府関係機関等

との連絡に関すること。 

(３) 市有財産の被害状況調査、応急対策及び復旧計画に関

すること。 

(４) 災害対策に必要な車両の確保及び輸送計画に関するこ

と。 

土木部 土木建築 (１) 被害箇所の拡大防止に関すること。 



 係 (２) 河川水位の監視及び警戒に関すること。 

(３) 被災建築物に関すること。 

(４) り災者の一時的な公営住宅入居に関すること。 

(５) 応急仮設住宅の建築及び管理に関すること。 

上下水

道部 

水道係 (１) 飲料水の衛生の維持に関すること。 

(２) 給水要請への対応に関すること。 

(３) その他水道関係に関すること。 

下水道係 (１) 下水道関連施設の維持及び管理に関すること。 

福祉保

健部 

福祉係 (１) 災害救助法の適用に関すること。 

(２) 救援及び見舞金品の受付及び配分に関すること。 

(３) 災害弔慰金、災害障害見舞金、災害見舞金等の支給及

び災害援護資金の貸付けに関すること。 

(４) 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

(５) 奉仕団の受入れ及び配備に関すること。 

(６) 被災したひとり親家庭に関すること。 

(７) 災害ボランティアの受入れ及び配備に関すること。 

(８) 避難行動要支援者名簿の情報提供・収集・連絡調整に

関すること。 

(９) 保育園に関すること。 

医療防疫

係 

(１) り災者の医療、助産及び救護に関すること。 

(２) 救護所の設置に関すること。 

(３) 医療機関等との連絡調整に関すること。 

(４) 感染症、食中毒等の予防に関すること。 

環境部 環境係 (１) 環境衛生及び公害調査に関すること。 

(２) 清掃応援要請及び各種応援団体の掌握に関すること。 

(３) ごみ及びし尿の非常処理計画及び実施に関すること。 

(４) 所管施設の管理及び必要施設の応急設営に関するこ

と。 

(５) 遺体の収容及び埋火葬に関すること。 



(６) 災害時の消毒及びねずみ族並びに害虫の駆除に関する

こと。 

(７) 避難所におけるペットの取り扱いに関すること。 

経済部 経済係 (１) 中小企業の災害復旧資金の融資等に関すること。 

(２) 災害物資に関すること。 

農林業

部 

農業係 (１) 農作物及び農業施設資材関係の被害状況調査に関する

こと。 

(２) 炊き出しに要する食材の確保に関すること。 

(３) り災農業者に対する融資等に関すること。 

(４) 農業関係機関との連絡調整に関すること。 

耕地林業

係 

(１) 土地改良区、水利施設管理者等との連絡調整・協力要

請に関すること。 

(２) 干拓地等の内水排除に関すること。 

(３) 森林組合との連絡調整・協力要請に関すること。 

機動部 業務支援

係 

(１) 災害応急資機材及び水防資機材の作成並びに設営に関

すること。 

(２) 市民への各種相談窓口の設置に関すること。 

(３) り災者に対する市税の納期限、徴収の猶予及び減免措

置に関すること。 

(４) り災証明の発行に関すること。 

消防部 消防係 (１) 気象情報、予報、警報等の収集伝達に関すること。 

(２) 市民に対する災害情報の広報に関すること。 

(３) 火災原因並びに損害調査に関すること。 

(４) 災害に対する警戒及び防御に関すること。 

(５) 消防団員の動員・配備による、避難者の誘導及び救助

に関すること。 

(６) 人命救助及び救急活動に関すること。 

(７) 行方不明者の捜索に関すること。 

(８) 災害通信の運用に関すること。 



真玉地

域部 

地域一係 (１) 避難所の開設に関すること。 

(２) 現地災害対策本部に関すること。 

(３) 輸送用車両の確保、配車等に関すること。 

(４) 庁舎等の維持管理に関すること。 

文教係 (１) 避難所（学校）の供与及び管理並びに避難所業務の支

援に関すること。 

(２) 災害時に対応する教育に関すること。 

(３) ＰＴＡ等関係団体への協力要請に関すること。 

(４) 炊き出しに関すること。 

香々地

地域部 

地域二係 (１) 避難所の開設に関すること。 

(２) 現地災害対策本部に関すること。 

(３) 輸送用車両の確保、配車等に関すること。 

(４) 庁舎等の維持管理に関すること。 

(５) 水産関係に関すること。 

 



 

○豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例 

平成17年７月１日 

条例第159号 

改正 平成23年12月19日条例第26号 

(目的) 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年

法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令

第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の

自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を

行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に

災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受け

た世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福

祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に掲げるところによる。 

(１) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他

異常な自然現象により被害が生ずることをいう。 

(２) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所

を有した者をいう。 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害(以下「災害」とい

う。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金

の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺

族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。 



 

(１) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として

維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同

じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。 

(２) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げ

る順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

(３) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれも

が存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹

(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくし

ていた者)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先に

し、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母

を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父

母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定に

より難いときは、前２項の規定にかかわらず、第１項の遺族のう

ち、市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位

の遺族が２人以上あるときは、その１人に対してした支給は、全

員に対しなされたものとみなす。 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、そ

の死亡者が死亡当時において、その死亡に関し災害弔慰金を受け



 

ることができることとなる者の生計を主として維持していた場合

にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とす

る。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第10条に規

定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額か

ら当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定

については、法第４条の規定によるものとする。 

(支給の制限) 

第７条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(１) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により

生じたものである場合 

(２) 令第２条に定める場合 

(３) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他

の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認める場合 

(支給の手続) 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認める

ときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は

書類の提出を求めることができる。 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治っ

たとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度

の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対

し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第10条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が



 

災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属す

る世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円と

し、その他の場合にあっては125万円とする。 

(準用規定) 

第11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用

する。 

(災害援護資金の貸付け) 

第12条 市は、令第３条に掲げる災害により、法第10条第１項各号

に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活

の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとす

る。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第１項に規定

する要件に該当するものでなければならない。 

(災害援護資金の限度額等) 

第13条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付限度額

は、次に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応

じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

(１) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷

(以下「世帯主の負傷」という。)であり、かつ、次のいずれか

に該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその価額のおおむね３分の１以

上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害

がない場合 150万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万

円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 

エ 住居が全壊した場合 350万円 



 

(２) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万

円 

イ 住居が半壊した場合 170万円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円 

エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円 

(３) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住

居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得

ない場合等、特別の事情がある場合には「270万円」とあるの

は「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、

「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち３

年(厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場

合にあっては、５年)とする。 

(利率) 

第14条 災害援護資金の据置期間は無利子とし、据置期間経過後は

その利率を延滞の場合を除き年３パーセントとする。 

(償還等) 

第15条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸

付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予に

ついては、法第13条第１項、令第８条から第12条までの規定によ

るものとする。 

(委任) 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 



 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成23年12月19日条例第26号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定

は、平成23年３月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る

災害弔慰金の支給について適用する。 

 



 

○豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

平成18年８月11日 

規則第35号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例

(平成17年豊後高田市条例第159号。以下「条例」という。)の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(災害弔慰金の支給の手続) 

第２条 市長は、条例第８条の規定により災害弔慰金を支給すると

きは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行

うものとする。 

(１) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び

生年月日 

(２) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状

況 

(３) 死亡者の遺族に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(災害弔慰金の必要書類の提出) 

第３条 市長は、豊後高田市の区域外で死亡した市民の遺族に対

し、死亡地の官公署の発行する被災証明書等を提出させるものと

する。 

２ 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明す

る書類を提出させるものとする。 

(災害障害見舞金支給の手続) 

第４条 市長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金を支給す

るときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の



 

支給を行うものとする。 

(１) 障がい者の氏名、性別及び生年月日 

(２) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び

負傷又は疾病の状況 

(３) 障害の種類及び程度に関する事項 

(４) 支給の制限に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(災害障害見舞金の必要書類の提出) 

第５条 市長は、豊後高田市の区域外で障害の原因となる負傷又は

疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地

の官公署の発行する被災証明書等を提出させるものとする。 

２ 市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律

(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明す

る医師の診断書(様式第１号)を提出させるものとする。 

(災害援護資金借入れの申込) 

第６条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようと

する者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載

した災害援護資金借入申込書(様式第２号。以下「借入申込書」 

という。)を市長に提出しなければならない。 

(１) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(２) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(３) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計

画 

(４) 保証人となるべき者に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。 

(１) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては医師の療



 

養見込期間及び療養概算額を記載した診断書 

(２) 被害の受けた日の属する年の前年(当該被害を１月から５

月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号

において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申

込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長

の証明書 

(３) その他市長が必要と認めた書類 

３ 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の

翌月１日から起算して３月を経過する日までに提出しなければな

らない。 

(災害援護資金支給に関する調査) 

第７条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、そ

の内容を審査の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な

事項について調査を行うものとする。 

(災害援護資金支給の手続き) 

第８条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けることを決定

したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災

害援護資金貸付決定通知書(様式第３号)を借入申込者に交付する

ものとする。 

２ 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けないことを決定し

たときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第４号)を借

入申込者に通知するものとする。 

(災害援護資金借用書の提出) 

第９条 貸付決定通知書の交付を受けたものは、速やかに保証人の

連署した災害援護資金借用書(様式第５号)に資金の貸付けを受け

る者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて

市長に提出しなければならない。 



 

(災害援護資金貸付金の交付) 

第10条 災害援護資金貸付金の交付は、借用書を受理した後、市長

が指定する借受人名義の預貯金口座へ振込の方法により行う。 

(災害援護資金貸付金償還の完了) 

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借

受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞な

く返還するものとする。 

(災害援護資金貸付金繰上償還の申し出) 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第６

号)を市長に提出しなければならない。 

(災害援護資金貸付金償還金の支払猶予) 

第13条 借受人は、災害援護資金貸付金償還金の支払猶予を申請し

ようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間そ

の他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書 

(様式第７号)を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、支払の猶予を認めることを決定したときは、支払いを

猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予

承認通知書(様式第８号)を、当該借受人に交付するものとする。 

３ 市長は、支払の猶予を認めないことを決定したときは、支払猶

予不承認通知書(様式第９号)を当該借受人に交付するものとす

る。 

(災害援護資金貸付金違約金の支払免除) 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、

その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、違約金の支払免除を認めることを決定したときは、違

約金の支払免除する期間及び支払を免除する金額を記載した違約



 

金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するもの

とする。 

３ 市長は、違約金の支払免除を認めないことを決定したときは、

違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付す

るものとする。 

(災害援護資金貸付金の償還免除) 

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を

受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免

除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載し

た災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付し

なければならない。 

(１) 借受人の死亡を証する書類 

(２) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を

償還することができなくなったことを証する書類 

３ 市長は、償還の免除を認めることを決定したときは、災害援護

資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に

交付するものとする。 

４ 市長は、償還の免除を認めないことを決定したときは、災害援

護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請

者に交付するものとする。 

(督促) 

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるとき

は、督促状を発行するものとする。 

(氏名又は住所の変更届等) 

第17条 借受人は、借受人又は保証人の氏名又は住所の変更等借用



 

書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに市長に氏名等

変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人

が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届

け出るものとする。 

(その他) 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号(第５条関係) 

様式第２号(第６条関係) 

様式第３号(第８条関係) 

様式第４号(第８条関係) 

様式第５号(第９条関係) 

様式第６号(第12条関係) 

様式第７号(第13条関係) 

様式第８号(第13条関係) 

様式第９号(第13条関係) 

様式第10号(第14条関係) 

様式第11号(第14条関係) 

様式第12号(第14条関係) 

様式第13号(第15条関係) 

様式第14号(第15条関係) 

様式第15号(第15条関係) 

様式第16号(第17条関係) 

 



○豊後高田市災害弔慰金等支給要綱 

平成18年８月11日 

告示第75号 

改正 平成26年５月28日告示第55号 

(目的) 

第１条 この要綱は、豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例

(平成17年豊後高田市条例第159号。以下「条例」という。)の適

用を受けない災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金

の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受け

た市民に災害障害見舞金の支給を行い、もって市民の福祉及び生

活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に掲げるところによる。 

(１) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他

異常な自然現象により被害が生ずることのうち、災害弔慰金の

支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第１条に規

定する災害を除いたものをいう。 

(２) 市民 災害により被害を受けた当時、豊後高田市の区域内

に住所を有した者をいう。 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 市は、市民が次のいずれかに該当する大分県内(以下「県

内」という。)の災害により死亡したときは、その者の遺族に対

し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(１) 被害が発生した市町村を含む地域に対して、大分地方気象

台が警報又は特別警報を発表したとき(ただし、海上警報は除

く。)。 



(２) 被害が発生した市町村で、福岡管区気象台が震度４以上を

観測し、発表したとき。 

(３) 被害が発生した市町村を含む津波予報区に対して、福岡管

区気象台が津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表したと

き。 

(４) 福岡管区気象台が九重山、鶴見岳、伽藍岳、又は由布岳に

係る火口周辺警報又は噴火警報を発表したとき。 

２ 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、その

遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位は、条例第４条

の規定の例によるものとする。 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、そ

の死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受ける

ことができることとなる者の生計を主として維持していた場合に

あっては250万円とし、その他の場合にあっては、125万円とす

る。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第９条に規

定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額か

ら当該支給を受けた災害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際現にその場に居あわせた者についての死亡の推定

については、条例第６条の規定の例によるものとする。 

(支給の制限) 

第７条 災害弔慰金は、条例第７条の各号に掲げる場合は支給しな

い。 

(支給の手続き) 



第８条 災害弔慰金の支給の手続きについては、条例第８条の規定

の例によるものとする。 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 市は市民が災害により県内で第３条第１項のいずれかの災

害において負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が

固定したときを含む。)に災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和

48年法律第82号)別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住

民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を

行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第10条 障がい者１人当たりの災害見舞金の額は、当該障がい者が

災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する

世帯の生計を主として維持していた場合にあっては125万円と

し、その他の場合にあっては、62万5,000円とする。 

(準用規定) 

第11条 第７条及び第８条の規定は、災害見舞金について準用す

る。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則(平成26年５月28日告示第55号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

 



○豊後高田市災害見舞金等支給要綱 

平成25年６月28日 

告示第63号 

改正 平成27年３月26日告示第27号 

(目的) 

第１条 この要綱は、市民が災害救助法(昭和22年法律第118号)、

豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年豊後高田

市条例第159号)、豊後高田市災害弔慰金等支給要綱(平成18年豊

後高田市告示第75号)及び豊後高田市災害被災者住宅再建等支援

金交付要綱(平成20年豊後高田市告示第72号)の適用を受けない災

害により被害を受けた場合において、災害見舞金又は災害弔慰金

(以下「見舞金等」という。)の支給を行い、もって市民の福祉の

増進に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(１) 災害 市内で発生した火事、地震、洪水、高潮、津波、暴

風等による被害をいう。 

(２) 住家 現に居住している家屋(借家、アパート等の賃貸住

宅を含む。)をいう。 

(３) 市民 災害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者

をいう。 

(被害認定) 

第３条 被害の認定は、国が定める災害の被害認定基準について

(平成13年６月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通

知)又は豊後高田市消防本部からの豊後高田市災害見舞金等支給

に伴う通知書(別記様式)に基づき、市長が行うものとする。 



(災害見舞金の支給) 

第４条 市は、市民が災害により被害を受けたときは、その住家の

世帯主(当該災害により世帯主が死亡したときは、当該死亡者の

遺族をいう。以下この条において同じ。)に対し、災害見舞金を

支給する。この場合において、当該災害により被害を受けた住家

に、生計を一にする２以上の世帯が居住していたときは、そのい

ずれかの世帯の世帯主に災害見舞金を支給する。 

２ 災害見舞金の支給額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(１) 住家が全焼、全壊又は流出したとき １世帯につき５万円 

(２) 住家が半焼、半壊、半流失、部分焼、部分壊又は床上浸水

したとき １世帯につき２万円 

(災害弔慰金の支給) 

第５条 市は、市民が災害により死亡したときは、その者の遺族に

対し、災害弔慰金を支給する。 

２ 災害弔慰金の支給額は、死亡者１人につき５万円とする。 

(見舞金等を支給する遺族) 

第６条 前２条に定めるもののほか、見舞金等を支給する遺族は災

害が発生した当時本市の区域内に住所を有した者とし、当該遺族

の範囲、順位等については豊後高田市災害弔慰金の支給等に関す

る条例(平成17年豊後高田市条例第159号)第４条の規定を準用す

る。 

(支給の制限) 

第７条 市は、第４条及び第５条の規定にかかわらず、被害が世帯

員又は同居している者の故意又は重大な過失によるときは、見舞

金等を支給しないものとする。 

(その他) 



第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この告示は、平成25年７月１日から施行する。 

附 則(平成27年３月26日告示第27号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



○豊後高田市災害被災者住宅再建等支援金交付要綱 

平成20年８月18日 

告示第72号 

改正 平成24年６月28日告示第75号 

平成28年３月31日告示第54号 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、自然災害により生活基盤となる住宅に著しい

被害を受けた地域において、被災住民の自立復興を促すととも

に、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することに

より地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を

図るため、予算の範囲内において当該被災住民に支援金を支給す

ることについて、豊後高田市補助金等交付規則(平成17年豊後高

田市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(１) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 

(２) 全壊 住宅がその居住のための基本的機能を喪失した、次

に掲げる被害の程度をいう。 

ア 住宅の全部が倒壊、流失、埋没又は焼失したもの 

イ 補修により被災前の住宅の状態に復旧することが困難なも

のであって、住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が

当該住宅の延床面積の70％以上に達した程度のもの 

ウ 補修により被災前の住宅の状態に復旧することが困難なも

のであって、住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体



に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50％以上に

達した程度のもの 

(３) 半壊 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失し

た、次に掲げる被害の程度をいう。 

ア 補修により被災前の住宅の状態に復旧することが可能なも

のであって、住宅の損壊、焼失又は流失した部分の床面積が

当該住宅の延床面積の20％以上70％未満の程度のもの 

イ 補修により被災前の住宅の状態に復旧することが可能なも

のであって、住宅の主要な構成要素の経済的被害が当該住宅

に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20％以上

50％未満の程度のもの 

(４) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの又は全壊若しく

は半壊には該当しないが、土砂竹林のたい積により一時的に居

住することができないものをいう。 

(５) 住宅 現実に居住のため使用している建物であり、社会通

念上の住宅であるかは問わない。 

(６) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が

２以上である世帯 

(７) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が

１である世帯 

(適用条件) 

第３条 この要綱は、本市において自然災害が発生し、次の各号の

いずれかに該当する場合に適用する。 

(１) 本市を含む地域に対して、大分地方気象台が気象業務法

(昭和27年法律第165号)上の警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、

大雪又は高潮)を発表したとき(ただし、海上警報を除く。)。 

(２) 本市で、福岡管区気象台が震度４以上の地震を観測し、発



表したとき。 

(３) 本市を含む津波予報区に対して、福岡管区気象台が津波注

意報又は津波警報を発表したとき。 

(４) 福岡管区気象台が、九重山、鶴見岳、伽藍岳又は由布岳に

噴火警報又は火口周辺警報を発表したとき。 

(５) その他市長が特に必要と認めるとき。 

(支援対象者等) 

第４条 この支援金の支給の対象となる者(以下「支援対象者」と

いう。)は、自然災害によって、その居住する住宅が全壊、半壊

若しくは床上浸水の被害を受けた世帯又はその居住する住宅の敷

地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要

があることその他これに準ずるやむをえない事由により当該住宅

を解体し、若しくは解体されるに至った世帯のうち、自然災害が

発生した日(以下「被災日」という。)において豊後高田市内に居

住しており、その後も豊後高田市内に引き続き居住する世帯の世

帯主とする。 

２ 住宅の被害認定は、市長が発行するり災証明によるものとす

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年

法律第66号)に基づき支援を受ける者は、支援対象者としない。 

(支援金の支給) 

第５条 この支援金は、前条で定める支援対象者に対し、次の各号

に掲げる区分に応じて、それぞれ別表に掲げる額を上限として、

支給するものとする。 

(１) 支援対象者が居住する住宅の被害状況に応じた支援金(以

下「基礎支給支援金」という。) 

(２) 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における



支援対象者の居住確保形態に応じた支援金(以下「加算支給支

援金」という。) 

２ 支援対象者が同一の自然災害により別表のア、イ及びウ又はエ

及びオに掲げる各項目のうち２以上に該当するときの加算支給支

援金の上限額は、当該各項目に定める額のうち最も高い額とす

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、支援対象者又は支援対象者と同一

の世帯に属する他の者が、被災日において被災した住宅を所有し

ていない場合、別表のア、イ又はエに掲げる項目にそれぞれ定め

る加算支給支援金は、支給しないものとする。 

(支援金の支給申請) 

第６条 支援対象者は、支援金の支給申請をしようとするときは、

市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添付し、豊後高田

市災害被災者住宅再建支援金支給申請書(様式第１号)を市長に提

出しなければならない。 

(１) 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認で

きる市町村が発行する証明書 

(２) 住宅が全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたことが確認

できる市町村の発行するり災証明書及び住宅が半壊し、又は、

住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止す

るため必要があること、その他これに準ずるやむを得ない事由

により、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類 

(３) 加算支給支援金の支給申請を行う場合、住宅を建設、購

入、補修若しくは賃借したこと又はこれらをしようとすること

が確認できる契約書等の写し 

２ 前項の規定にかかわらず、２回目以降の支給申請にあたって

は、前項第１号及び第２号に掲げる書類は不要とする。 



(支援金の支給決定) 

第７条 市長は、支援金の支給申請が適正であると認めるときは、

支援金の支給を決定し、その旨を豊後高田市災害被災者住宅再建

支援金支給決定通知書(様式第２号)により当該支援対象者に通知

する。 

２ 市長は、支援金の支給申請を却下することを決定した場合は、

その旨を豊後高田市災害被災者住宅再建支援金支給却下決定通知

書(様式第３号)により申請者に通知する。 

(支給決定の取消) 

第８条 市長は、前条第１項の規定による通知を受けた者(以下

「支援決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき

は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。 

(２) その他支援金の支給の決定の内容、若しくはこれに附した

条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。 

２ 市長は、前項の規定により、支援金の支給決定の全部又は一部

を取り消したときは、当該支援決定者に、豊後高田市災害被災者

住宅再建支援金支給決定取消通知書(様式第４号)を送付するもの

とする。 

(支援金の返還請求) 

第９条 市長は、前条の規定により支援金の支給決定を取り消した

場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に支援金が支

給されている時は、豊後高田市災害被災者住宅再建支援金返還請

求書(様式第５号)により、期限を定めて、当該支援決定者に支援

金の返還を請求するものとする。 

(書類の保管等) 

第10条 支援決定者は、当該支援金に係る書類を整備しておくと共



に、支援金の支給の日の属する会計年度の翌年度から５年間保管

しておかなければならない。 

附 則 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

２ 豊後高田市災害被災者住宅再建等支援事業費補助金交付要綱

(平成18年豊後高田市告示第74号)は、廃止する。 

附 則(平成24年６月28日告示第75号) 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則(平成28年３月31日告示第54号) 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

別表(第５条関係) 

(単位：千円) 

支援金の

区分 

世帯

区分 

支援対象者が居住する住宅の被害状況 

支援対象者の居住する住

宅が全壊した場合又はそ

の住宅の敷地に被害が生

じ、当該住宅の倒壊によ

る危険を防止するため必

要があることその他これ

に準ずるやむをえない事

由により、当該住宅を解

体し、又は解体されるに

至った場合 

支援対象者の居

住する住宅が半

壊した場合 

支援対

象者の

居住す

る住宅

が床上

浸水し

た場合 

基礎支給

支援金 

単数

世帯 

750 750 750 375 375 37

複数

世帯 

1,000 1,000 1,000 500 500 50



加算支給

支援金 

  支援対象者が居住する住宅の被害状況及び

被災後における支援対象者の居住確保形態 

  

支援対象者の居住する住

宅が全壊した場合又はそ

の住宅の敷地に被害が生

じ、当該住宅の倒壊によ

る危険を防止するため必

要があることその他これ

に準ずるやむをえない事

由により、当該住宅を解

体し、又は解体されるに

至った場合 

支援対象者の居

住する住宅が半

壊した場合 

ア 支

援対象

者の居

住する

住宅を

建設

し、又

は購入

する場

合 

イ 支

援対象

者の居

住する

住宅を

補修す

る場合 

ウ 支

援対象

者の居

住する

住宅

(公営

住宅法

(昭和

26年法

律第

193号)

第２条

第２号

に規定

する公

エ 支

援対象

者の居

住する

住宅を

建設、

購入又

は補修

する場

合 

オ 支

援対象

者の居

住する

住宅

(公営

住宅法

(昭和

26年法

律第

193号)

第２条

第２号

に規定

する公



営住宅

を除

く。)

を賃借

する場

合 

営住宅

を除

く。)

を賃借

する場

合 

単数

世帯 

1,500 750 375 600 375

複数

世帯 

2,000 1,000 500 800 500



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号(第６条関係) 

様式第２号(第７条関係) 

様式第３号(第７条関係) 

様式第４号(第８条関係) 

様式第５号(第９条関係) 

 



○豊後高田市税減免に関する規則 

平成17年３月31日 

規則第43号 

改正 平成20年３月19日規則第２号 

平成20年６月18日規則第27号 

平成20年11月17日規則第37号 

平成24年10月31日規則第37号 

平成25年６月28日規則第31号 

平成27年12月28日規則第40号 

平成30年２月26日規則第２号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、豊後高田市税条例(平成17年豊後高田市条例

第50号。以下「市税条例」という。)第51条第１項、第71条第１

項、第89条第１項、第90条第１項及び第139条の２第１項並びに

豊後高田市国民健康保険税条例(平成17年豊後高田市条例第52

号。以下「国保税条例」という。)第25条の２第１項及び第２項

の規定に基づき、市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保

有税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものと

する。 

(市民税の減免) 

第２条 市税条例第51条第１項各号に規定する者の市民税の減免

は、次に定めるところによる。 

(１) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受

ける者 賦課期日後生活扶助を受けることとなった者は、その

日以後に到来する納期に係る税額を免除する。 

(２) 生徒及び学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第１条又

は附則第３条に規定する学校の生徒又は学生で当該年度の市民



税が均等割のみのものについては、全額免除する。 

(３) 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第260条の２第１項の認可を受けた地縁による団体又は

特定非営利活動促進法(平成10年法律第７号)第２条第２項に規

定する法人で、収益事業を営まない法人については、均等割を

免除する。 

(４) 廃業、休業、疾病その他の理由により当該年の所得が皆無

となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると

認められる者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以

下「法」という。)第292条第１項第13号に規定する合計所得金

額(法附則第33条の３第１項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、法附則第34条第１項に規定する課税長期譲渡所得金

額(法第314条の２の規定の適用がある場合には、その適用前の

金額とする。)又は法附則第35条第１項に規定する課税短期譲

渡所得金額(法第314条の２の規定の適用がある場合には、その

適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以

下「合計所得金額」という。)が400万円以下で、当該年の合計

所得金額の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条の

規定により支払われるべき基本手当がある場合には、これを含

む。)が、前年に比し10分の３以上減少すると認められる場合

においては、当該事由の発生した日以後に到来する納期に係る

税額につき、次の区分により軽減し、又は免除する。 

損害程度

合計所得金額 

軽減又は免除の割合 

10分の３以上10分の５

未満のとき。 

10分の５以上のとき。 

200万円以下であると

き。 

２分の１ 全額 



300万円以下であると

き。 

４分の１ ２分の１ 

400万円以下であると

き。 

８分の１ ４分の１ 

(５) 火災、震災、風水害その他これに類する災害(以下「災

害」という。)により、納税義務者が次の事由に該当すること

となった場合においては、当該災害後に到来する納期に係る税

額について、次の区分により軽減し、又は免除する。 

事由 軽減又は免除の割合 

死亡した場合 全額 

障害者(法第292条第１項第９号に規定する

障害者をいう。)となった場合 

10分の９ 

(６) 災害による納税義務者(納税義務者の法第292条第１項第７

号に規定する控除対象配偶者及び同項第８号に規定する扶養親

族を含む。)の所有に係る住宅(不動産事業に係る住宅を除

く。)又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につ

き、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により

補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分

の３以上であるもので前年中の合計所得金額が1,000万円以下

である場合においては、当該年度分の災害後に到来する納期に

係る税額につき、次の区分により軽減し、又は免除する。 

損害程度

合計所得金額 

軽減又は免除の割合 

10分の３以上10分の５

未満のとき。 

10分の５以上のとき。 

500万円以下であると

き。 

２分の１ 全額 

750万円以下であると ４分の１ ２分の１ 



き。 

750万円を超えると

き。 

８分の１ ４分の１ 

(７) 災害による農作物の損害については、減収損失額の合計額

(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によ

って支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年に

おける農作物による収入額の合計額の10分の３以上であるもの

で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合

計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるもの

を除く。)に対しては、災害後に到来する納期の農業所得に係

る市民税の所得割額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中

における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して

得た額)につき、次の区分により軽減し、又は免除する。 

合計所得金額 軽減又は免除の割合 

300万円以下であるとき。 全額 

400万円以下であるとき。 10分の８ 

550万円以下であるとき。 10分の６ 

750万円以下であるとき。 10分の４ 

750万円を超えるとき。 10分の２ 

(８) 前各号に定めるもののほか、特別の理由により納税が困難

と認められる場合は、市長は実情に応じて市民税を軽減し、又

は免除する。 

(固定資産税の減免) 

第３条 市税条例第71条第１項各号に規定する固定資産税の減免

は、次に定めるところによる。 

(１) 貧困による生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固

定資産 



ア 生活保護法の規定による保護を受ける者、賦課期日後に保

護を受けることとなった者は、その日以後の納期に係る税額

を免除する。 

イ 生活保護法による保護の基準以下でア以外の扶助を受ける

者 10分の５ 

(２) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するもの

を除く。) 全額を免除する。 

(３) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著

しく価値を減じた固定資産 

ア その者の所有に係る土地が流失、埋没又は崩壊等により作

付不能又は収穫皆無著しく使用不能となった場合において

は、当該土地に対する固定資産税の災害後の納期に係る税額

について次の区分による割合を乗じて得た額を軽減し、又は

免除する。 

当該土地の面積に対する被害面積の程

度 

軽減又は免除の割合 

10分の８以上 全額 

10分の６以上10分の８未満 10分の８ 

10分の４以上10分の６未満 10分の６ 

10分の２以上10分の４未満 10分の４ 

イ その者の所有に係る家屋が災害により損害を受けた場合に

おいては、当該家屋に対する固定資産税の災害後の納期に係

る税額については、次の区分による割合を乗じて得た額を軽

減し、又は免除する。 

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない

とき、又は復旧不能のとき。 

全額 

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする 10分の８ 



場合で当該家屋の価格の10分の６以上の価値を減じ

たとき。 

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は

使用目的を著しく損した場合で当該家屋の価格の10

分の４以上10分の６未満の価値を減じたとき。 

10分の６ 

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損

じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の

価格の10分の２以上10分の４未満の価値を減じたと

き。 

10分の４ 

ウ 償却資産については、イに準じて軽減し、又は免除する。 

(４) 前号の固定資産について保険金、損害賠償金等により補て

んされるべき金額があるときは、その金額に相当する価値は減

じなかったものとみなす。 

(軽自動車税の減免) 

第４条 市税条例第89条第１項及び第90条第１項に規定する軽自動

車税の減免は、次に定めるところによる。 

(１) 当該軽自動車税の全額を免除する。 

(２) 免除の対象となる軽自動車税は、１人の身体障害者等が所

有する軽自動車等について１台に限るものとする。ただし、他

に自動車を所有し、自動車税を免除されている場合において

は、軽自動車税を免除しないものとする。 

(３) 免除を受ける者に対して所有権を留保して軽自動車等の販

売が行われている場合においては、当該売主に対しても軽自動

車税を免除するものとする。 

(特別土地保有税の減免) 

第５条 市税条例第139条の２第１項に規定する特別土地保有税の

減免は、次に定めるところによる。 



(１) 公益のために直接専用する土地(有料で使用するものを除

く。) 全額を免除する。 

(２) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じ

た土地 災害後に到来する納期に係る税額について、次の区分

による割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。 

当該土地の面積に対する被害面積の程

度 

軽減又は免除の割合 

10分の８以上 全額 

10分の６以上10分の８未満 10分の８ 

10分の４以上10分の６未満 10分の６ 

10分の２以上10分の４未満 10分の４ 

(３) 前号の土地について保険金、損害賠償金等により補てんさ

れるべき金額があるときは、その金額に相当する価値は減じな

かったものとみなす。 

(国民健康保険税の減免) 

第６条 国保税条例第25条の２第１項に規定する者が、第２条第１

号の規定の適用を受けることとなった場合においては、当該事由

の発生した日以後到来する納期に係る国民健康保険税額を免除す

る。 

２ 国保税条例第25条の２第１項に規定する者が、第２条第４号又

は第７号の規定の適用を受けることとなった場合においては、国

民健康保険税のうち当該事由の発生した日以後到来する納期に係

る所得割額を当該各号の表に定めるところにより軽減し、又は免

除する。 

３ 国保税条例第25条の２第１項に規定する者が、第２条第５号又

は第６号の規定の適用を受けることとなった場合においては、国

民健康保険税のうち当該事由の発生した日の属する月から起算し



て１年を経過するまでの間の国民健康保険税額(当該期間が当該

日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に

応じて月割で計算した額(当該事由の発生した日の属する月後に

到来する納期に係る国民健康保険税額に限る。)の合計額)を当該

各号の表に定めるところにより軽減し、又は免除する。 

４ 国保税条例第25条の２第２項に規定する者(以下「旧被扶養

者」という。)に係る国民健康保険税のうち被保険者の資格を取

得した日(以下「資格取得日」という。)以後到来する納期に係る

所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除す

る。 

５ 旧被扶養者の資格取得日以後到来する納期に係る被保険者均等

割額については、次の各号のいずれかに掲げる割合により、これ

を軽減する。 

(１) 国保税条例第23条第１項各号の規定のいずれの適用も受け

ない世帯に属する旧被扶養者 ５割 

(２) 国保税条例第23条第１項第３号の規定の適用を受ける世帯

に属する旧被扶養者 減額前の額の３割 

６ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日以後到来

する納期に係る旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額に

ついては、次の各号のいずれかに掲げる割合により、これを軽減

する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、特定世帯(国民健康

保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の７第２項第９号イ

に規定する特定世帯をいう。)である場合は、この限りでない。 

(１) 国保税条例第23条各号の規定のいずれの適用も受けない特

定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の７第２項第９号イ

に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)でない世帯 ５

割 



(２) 国保税条例第23条第３号の規定の適用を受ける特定継続世

帯でない世帯 当該減額前の額の３割 

(３) 国保税条例第23条各号の規定のいずれの適用も受けない特

定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割

2.5割軽減前の額の2.5割 

(４) 国保税条例第23条第３号の規定の適用を受ける特定継続世

帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽

減及び国保税条例第23条第３号の規定の適用による減額前の額

の１割 

７ 特別な事由により被保険者が療養の給付を受けることができな

いと認められるときは、その期間に限り当該被保険者に係る国民

健康保険税は免除する。 

８ 前各項に定めるもののほか、特別の理由により納税が困難と認

められる場合は、市長は実情に応じて国民健康保険税を軽減し、

又は免除する。 

(申請書) 

第７条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定めるものとす

る。 

(１) 市税条例第51条第２項の申請書 市民税の減免申請書(様

式第１号) 

(２) 市税条例第71条第２項の申請書 固定資産税の減免申請書

(様式第２号) 

(３) 市税条例第89条第２項又は第90条第２項若しくは第３項の

申請書 軽自動車税の免除申請書(様式第３号) 

(４) 市税条例第139条の２第２項の申請書 特別土地保有税の

減免申請書(様式第４号) 

(５) 国保税条例第25条の２第３項の申請書 国民健康保険税の



減免申請書(様式第５号) 

附 則 

この規則は、平成17年３月31日から施行する。 

附 則(平成20年３月19日規則第２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成20年６月18日規則第27号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(適用区分) 

２ 改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定は、平成20年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

附 則(平成20年11月17日規則第37号) 

この規則は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則(平成24年10月31日規則第37号) 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市税減免に

関する規則の規定は、平成24年10月１日から適用する。 

附 則(平成25年６月28日規則第31号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の豊後高田市税減免に関する規則の規定は、平成25年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

附 則(平成27年12月28日規則第40号) 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則(平成30年２月26日規則第２号) 



(施行期日) 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 改正後の第６条の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成29年度分までの年度分の国民健康保

険税については、なお従前の例による。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号(第７条関係) 

様式第２号(第７条関係) 

様式第３号(第７条関係) 

様式第４号(第７条関係) 

様式第５号(第７条関係) 

 



項 協定、覚書等の名称 締結日 締結相手 内容

1 災害復旧に関する覚書 H8.6.28
九州電力株式会
社中津配電事業
所

被災情報の収集、提供等情報連絡を
密にするとともに、復旧業務の迅速
かつ円滑な推進を図る。

2 相互応援協定書 H9.10.1
・中津市
・宇佐市

応援救助、復旧防災業務のための
応援出動

3

災害時における豊後高
田市内郵便局・豊後高
田市間の相互協力に関
する覚書

H9.10.1 市内郵便局

１．双方が所有、使用管理する施設
及び用地を避難場所、物資集積場所
としての相互使用
２．収集した被災市民の避難先及び
被災状況の情報の相互提供
３．災害救助法適用時における郵政
事業にかかわる災害特別事務取扱
い及び避難場所への臨時郵便差出
箱の設置

4
大分県及び市町村相互
間の災害時応援協定
書

H10.5.18 大分県内市町村

1．災害応急措置に必要な職員の派
遣
２．食料、飲料水及びその他の生活
必需品の提供
３．避難及び収容のための施設の提
供
４．救護、医療及び防疫に必要な資
機材及び物資の提供
５．救助及び救援活動に必要な車
両、舟艇、ヘリコプター及びその他の
資機材の提供
６．ごみ及びし尿処理のための車両
及び施設の提供
７．火葬場の提供

5
協力体制確認書（豊後
高田市）

H16.9.1
医療法人新生会
高田中央病院

１．診療活動の継続の為に水や物資
の供給を行う。
２．住民の生命を守る為に協力する。

6
協力体制確認書（豊後
高田市消防団）

H16.9.1
医療法人新生会
高田中央病院

１．診療活動の継続の為に協力す
る。

7
災害時等における緊急
作業に関する協定書

H19.1.17 大分県建設業協
会豊後高田支部

１．パトロール及び状況報告
２．崩土、落石又は倒木の除去
３．決壊箇所の安全対策
４．陥没等の復旧
５．落下物又は障害物の除去
６．土のう積等の小規模な緊急復旧
７．水防活動時における資材運搬等
の後方支援
８．建築資機材の最優先供給
９．その他、二次被害防止のため、緊
急に作業を要すると認めるもの

8
災害時における医薬品
等の供給等に関する協

H19.1.17
大分県薬剤師会
高田支部

救急医薬品等の供給等の協力につ
いて

9
～
13

災害時における食糧・
生活必需品等の確保に
関する協定書

H19.1.17

・（株）トキハインダ
ストリー
・（株）あさの食専
・（有）内田百貨店
・（有）小串商店
スーパーバリュー
またま
・（有）小串商店

食糧及び生活必需品の供給等につ
いて

14
災害時における石油類
燃料の供給等に関する
協定書

H19.1.17
大分県石油販売
協同組合高田支
部

石油類燃料の供給等について

災害協定等の締結状況



項 協定、覚書等の名称 締結日 締結相手 内容

15
災害時におけるＬＰガス
の供給等に関する協定

H19.1.17
大分県エルピーガ
ス協会豊後高田

ＬＰガスの供給等について

16
災害時における情報収
集等の協力に関する協

H19.1.17
日赤豊後高田ハ
ムクラブ

災害情報の収集について

17
災害時における応急給
水及び復旧工事の協力
に関する協定書

H19.1.17
豊後高田市管工
事協同組合

応急給水及び水道施設の復旧工事
を円滑に実施

18
豊後高田市における大
規模な災害時の応援に
関する協定書

H23.7.20
国土交通省九州
地方整備局

１．所管施設の被害状況の把握
２．情報連絡網の構築
３．現地情報連絡員（リエゾン）の派
遣
４．災害応急措置

19
災害時における物資供
給に関する協定書

H23.7.29
ＮＰＯ法人コメリ災
害対策センター

物資の供給について

20
緊急時における西日本
電信電話株式会社施
設の使用に関する協定

H23.11.21
西日本電信電話
株式会社大分支
店

津波避難ビルとしての使用について

21
～
24

津波災害時における緊
急避難施設としての使
用に関する協定書

H23.12.22

・九州特殊土木株
式会社
・加宝インテックビ
ル（小門義資）
・エクレールヤス
ダ（安田康司）
・パークサイド野上
Ⅱ（有限会社野上
畜産）

津波避難ビルとしての使用について

25
災害時における相互応
援協定書

H26.8.26 島原市

１．救援、防疫及び応急復旧に必要
な職員の派遣
２．食料、飲料水及び生活必需品並
びにその供給に必要な資機材の提
供
３．災害応急措置に必要な車両及び
資機材の提供
４．被害状況、避難所の情報、ライフ
ラインに関する情報のウェブサイト上
での代行発信

26
避難所施設利用に関す
る協定書

H27.8.18
大分県立高田高
等学校

避難所としての使用について

27

大分県防災行政無線
地方支局及び地方支所
局の管理・運用に関す
る協定

H27.11.6 大分県

・高田庁舎のIP電話機、防災FAX、
260M無線装置、一斉受令端末、警
報表示板、ネットワーク機器
・高田庁舎、真玉庁舎、香々地庁舎
の震度情報収集装置
の管理・運用に関する協定

28
特設公衆電話の設置・
利用に関する協定書

H29.1.23
西日本電信電話
株式会社大分支

被災者等が無料で利用できる発信専
用の電話回線の設置

29
災害時における物資の
受入等に関する協定書

H29.3.24
大分北部中核工
業団地立地企業
連絡協議会

１．物資の一時的な保管場所の提供
２．フォークリフト等の荷役資機材の
提供

30
災害時等における支援
活動に関する協定書

H29.12.7 西高森林組合
交通の妨げとなる樹木の伐採、倒木
の除去及び処分について

31
災害時における地図製
品等の供給等に関する
協定書

H30.3.28 ゼンリン
１．住宅地図、広域図の無償貸与
２．住宅地図インターネット配信サー
ビスの利用

32

津波避難時における古
本青果有限会社が所
有する施設の利用に関
する協定書

H30.12.21
古本青果有限会
社

緊急避難用駐車場としての使用につ
いて



項 協定、覚書等の名称 締結日 締結相手 内容

33
災害に係る情報発信等
に関する協定

R3.5.6 ヤフー株式会社

１．市ホームページの災害時のアク
セス負荷の軽減するため、キャッシュ
サイトをヤフーサービス上に掲載・周
知
  　※「高齢者等避難」を発令したら
無料で自動でスイッチング。（連絡不
要）

34 包括連携協定 R5.2.27
生活協同組合コー
プおおいた

災害時の食料や飲料水、生活必需
品の提供。避難所等への物資の配
送。


